
事務評価調書
（様式３）

番号 事務名称

所属名 3 所属長名 担当者名
施策コード 事務目的 事務概要
分野名
基本施策名
施策名
地域経営システム軸
事務種別 ①施設管理事務、②職員管理事務、③対団体事務、④その他事務
事務の対象者
事務実施の根拠規則・制度等
事務対象範囲 ①全庁的統一事務、②一部関係所属事務、③所属固有事務
現事務実施手法 ①全委託、②一部委託、③市直
［外部委託の可能性の点検］
（１）行政サービス供給主体の適正性 （①～③より選択） ①この事務について、行政以外が実施することは可能である。
      ②この事務の一部について（既に外部委託している分を除く）、行政以外が実施することは可能である。

③この事務について、行政以外が実施することはできない。(③を選択した場合にも、（２）～（９）の設問に回答してください。）
（２）受託者の存在 （①～④より選択） ①この事務について、行政以外の供給主体が、実際に存在している。

②この事務について、行政以外の供給主体が、存在していない。
③この事務の一部について（既に外部委託している分を除く）、行政以外の供給主体が、実際に存在している。
④この事務の一部について（既に外部委託している分を除く）、行政以外の供給主体が、存在していない。

（３）経済的効率性 （○又は×） ①外部委託により、コストを低減できる。
（４）行政サービスの質的向上 （①～③より選択） ①外部委託により、サービスの質は維持できると想定する。

②外部委託により、サービスの質は向上すると想定する。
③外部委託により、サービスの質は低下すると想定する。

（５）市民参加と自治意識高揚への貢献性 （○又は×） ①外部委託により、市民参加を推進すると考えられる。
     及び地域コミュニティの活性化                  ②外部委託により、自治意識が高揚すると考えられる。
     （受託者として市民団体等が想定される場合のみ） ③外部委託により、地域コミュニティの活性化につながると考えられる。

（６）専門的な知識等の効果的活用 （○又は×） ①この事務を実施する上で、専門的な知識や技術を要する部分がある。
②（①で「○」とした場合のみ）専門的な知識や技術を要する部分を、外部委託することにより、効果的に事務事業が遂行できると考える。

（７）行政の政策形成能力の充実 （○又は×） ①外部委託により、職務の重点を政策形成部分へ、移行していくことができると考える。
（８）事務の方向性 （①～③より選択） ①全委託

②一部委託
③市直営

（９）上記（８）事務の方向性において②と③を選択した理由

予算・決算 歳出（千円） 歳入（千円） 担当職員数 事務単位人件費 事務フルコスト
         及び職員数 現年度 0

前年度 0
評価項目 事務評価点数 評価点数化理由

目的の妥当性
手法の妥当性
透明性
公平性
効率性
周知状況
庁内分権の状況

総合評価 改善策検討余地
①有、②無

改善計画検討余地
①有、②無

※「有」の場合は、次年度より事業評価（様式２－１、２）に記述し提出してください。
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資料２－６


